
令和８年度
目黒区特定教育・保育施設
（私立認可保育所）の指導検査について
【運営管理編】

目黒区子ども若者部 保育計画課 保育施設指導検査係



１ 令和７年度の主な文書指摘事項及び口頭指導事項

２ 令和７年度の主な助言事項
（１）労働条件の明示事項について

（２）育児・介護休業規程の改定について

（３）第三者委員について

（４）重要事項説明書について

（５）園日誌について

（６）保育士証について

（７）３６協定の届出について



１ 令和７年度の
主な文書指摘事項及び口頭指導事項



文 書 指 摘



１ 令和７年度 指導検査 文書指摘事項

在籍児に見合う面積が不足している（９件）

【根拠】
東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第41条、東京都児童福祉施設の設備
及び運営の基準に関する条例施行規則第14条、平成10年３月31日９福子推第1047号「保
育所設置認可等事務取扱要綱」第２－３,第４－１(６)

在籍児に見合った有効面積を確保してください。

認可時より棚等の増設により、保育室の面積が在籍児に対して不足していた。



例）０歳児室 定員10人、在籍児10人

有効面積：34㎡ …黄色の範囲

必要面積：3.3㎡×10人＝33㎡

在籍児に見合う面積が不足している

有効面積＞必要面積

棚

手洗い 棚必要な面積が
確保されている

認可された内容より、棚等が増設され、
面積が不足していないか



例）０歳児室 定員10人、在籍児10人

有効面積：
34㎡－増設された棚…黄色の範囲

34㎡－2.1㎡＝31.9㎡

必要面積：3.3㎡×10人＝33㎡

在籍児に見合う面積が不足している

有効面積＜必要面積

棚

手洗い 棚

棚

棚

棚

棚
棚 棚

棚

〈増設された棚〉0.3㎡×7個＝2.1㎡

棚

必要な有効面積が不足
しているため不適当 …0.3m×1m＝0.3㎡

認可された内容より、棚等が増設され、
面積が不足していないか



１ 令和７年度 指導検査 文書指摘事項

【根拠】
東京都児童福祉施設の設備及び運営に関する条例第20条第2項，東京都児童福祉施設の設備及び
運営の基準に関する条例施行規則第5条、消防法施行令第３条の２第２項、平成29年３月31日
厚生労働省告示第117号「保育所保育指針」第３章４(２)イ,ウ

避難・消火訓練は毎月実施してください。

避難・消火訓練を実施していない月がある。

避難・消火訓練を毎月実施していない（３件）



避難・消火訓練は毎月実施し、実施状況の記録は、訓練目標、

災害種別、訓練方法及びその状況、所要時間、講評等について、

できるだけ詳細に記録すること。

避難・消火訓練記録は毎月1回実施し、少なくとも「出火場所」「誰が」

「どのように」消火体制をとったのか記録すること

避難・消火訓練を毎月実施していない



口 頭 指 導



１ 令和７年度 指導検査 口頭指導事項

定員に見合う面積が不足している（９件）

認可時より棚等の増設により、保育室の面積が定員に対して不足している。

定員に見合った有効面積を確保してください。

【根拠】
児童福祉法施行規則第37条第５項、平成10年３月31日９福子推第1047号「保育所設置認可等事務
取扱要綱」第４－１(６)



職員配置が適正に行われていない（３件）

【根拠】
目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、
令和６年５月２日目子保第6034号通知「目黒区私立認可保育所職員配置基準」、
目黒区保育所運営費等補助要綱、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する
基準等の改正に伴う実施上の留意事項について

区基準を満たした職員を配置してください。

１ 令和７年度 指導検査 口頭指導事項

実地検査時における保育士の職員配置について、区基準で必要な保育士が配置されていなかった。



園の
保育士数

種別

7人年齢別保育士数国
・
都
基
準

1人保育士の労働条件改善

1人保育標準時間認定児童受入施設

０人１１時間開所保育対策事業区
基
準 ０人延長保育事業

例：下記の定員設定の保育所（定員＝在籍児とする）

合計9人の
常勤保育士配置

↓
区基準(１１人)を
満たしていない！

職員配置が適正に行われていない

国基準の９名を
下回った場合は
文書指摘！



個人情報保護について適切に対応していない

１ 令和７年度 指導検査 口頭指導事項

保育室において、アレルギー児の情報が掲示されており、第三者の目に触れられるようになっていた。

児童のアレルギー情報は要配慮個人情報に該当する事項であり、
第三者の目に直接触れない等の対応をとること。

【根拠】
目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
第２３号第２７条第１項



助 言 事 項



新しく追加された明示事項
１．就業場所・業務の変更の範囲

２．更新上限の有無と内容

３．無期転換申込機会

４．無期転換後の労働条件

（１）労働条件明示事項の不足
【令和６年４月～】下記赤字部分を労働条件明示書にすべて反映してください

厚生労働省様式
モデル労働条件通知書より抜粋



新しく追加された改正事項
１．小学校３年生修了まで

２．③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園（入学）式、卒園式

３．②継続雇用期間６か月未満⇒撤廃

４．子の看護等休暇

（２）育児・介護休業規程の改定不備
【令和７年４月～】下記赤字部分を規程等にすべて反映してください

厚生労働省 育児・介護休業法改正ポイントのご案内 URL
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

改正内容の一例（子の看護等休暇につき赤字部分）
※詳細は下記URL参照
（子の看護等休暇）例
第〇条
１ 小学校第３学年修了までの子を養育する従業員は、～以下省略は、

1 年間につき〇日を限度として、子の看護等休暇を取得することがで
きる。この場合の 1 年間とは、〇月〇日から翌年〇月〇日までの
期間とする。
一負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話
二当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
三感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話
四当該子の入園（入学）式、卒園式への参加

２ 子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで
連続して取得することができる。

厚生労働省
育児・介護休業等に関する規則の規定例より抜粋



（３）第三者委員が複数選任されていない

第三者委員は、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましい。

（例示）
評議員（理事は除く）、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教授、弁護士など

要件を満たした第三者委員を複数選任するよう努めてください。

（４）重要事項説明書に第三者委員の記載が漏れている
重要事項説明書には保護者が連絡できるよう、第三者委員の氏名や連絡先等を記載してください。



（５）園日誌の児童出欠数が実態と合っていない
児童の出欠管理は、実態の児童数を園日誌にも記載するようにしてください。

（６）保育士証が旧姓のままで改姓後の氏名で保管していない
保育士証は、旧姓から変更があった場合は、最新のものを保管してください。

（７）３６協定の届出が期限内に提出されていない
３６協定は、有効期間が経過する前に必ず提出するようにしてください。

（例示）
有効期間令和８年４月１日から令和９年３月３１日の場合⇒ 令和９年３月３１日まで所轄の労働基準監督署に提出



ご視聴ありがとうございました


